個人の住民税の特別徴収に係る
光ディスク等交換に関する覚書
  個人の住民税の特別徴収事務の円滑な運営と事務処理の合理化を図るため、渋川市（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。 ）との間に、次のとおり個人の住民税の特別徴収に係る光ディスク、磁気ディスク及び磁気テープ（以下「光ディスク等」という。）交換に関する覚書を締結する。

（光ディスク等の提供）
第１条　乙は、賦課期日（当該年度の初日の属する年の１月１日をいう。）現在において、乙から給与の支払を受ける者で、甲の区域内に住所を有する者について「特別徴収に係る個人の住民税の給与支払報告書の光ディスク化等について」（平成１８年１１月１０日付総税市第５２号総務省自治税務局長通知。以下「通知」という。）の「１　光ディスク等の規格等」により記録した光ディスク等を１月３１日までに甲に提出するものとする。
２　甲は、地方税法第４１条及び第３２１条の４の規定により通知すべき住民税の特別徴収税額について、通知「３　特別徴収税額通知書の統一」により課税の明細を記録した光ディスク等をその年の５月３１日までに乙に提供するものとする。
３　前各項の規定により交換する光ディスク等に瑕疵があった場合は、甲又は乙は直ちに一方に報告し、正常な光ディスク等を提出又は提供しなければならない。

４　光ディスク等の受渡については、確実な手段を用いなければならない。
（費用負担）
第２条　給与支払報告書の光ディスク等の提出に要する費用については、乙が、特別徴収税額通知書の光ディスク等の提供に要する費用については甲が負担するものとする。
（個人情報の保持及び適正な管理）
第３条　甲及び乙は、この覚書に基づき提出又は提供された光ディスク等によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この覚書の有効期間の満了後においても同様とする。

２　甲及び乙は、この覚書に基づき提出又は提供された光ディスク等によって知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　（廃棄）

第４条　甲及び乙は、この覚書に基づき提出又は提供された光ディスク等に記録されている個人情報を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに破棄し、又は消去しなければならない。

 （目的外使用の禁止）
第５条　甲及び乙は、この覚書に基づき提出又は提供された光ディスク等によって知り得た個人情報を個人の住民税の特別徴収事務以外の目的のために使用し、又は、第三者に提供してはならない。
  （権利義務の譲渡禁止）
第６条　甲及び乙は、この覚書に基づいて生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。　

（データの複製等の禁止）
第７条　甲及び乙は、この覚書によって得た個人情報の一部又は全部を個人の住民税の特別徴収事務以外の目的のために複製し、又は複写してはならない。
（調査及び報告の義務）
第８条　この覚書の履行に際し、事故が発生した場合は、甲又は乙は、相手方に対し、必要な調査の実施を求めることができるものとする。この場合において、当該調査の実施を求められた甲又は乙は、調査事項を調査の上、速やかにその結果を相手方に報告するものとする。
（事務処理の方法）
第９条　この覚書に定めるもののほか、この覚書の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議して定めるものとする。
（疑義の決定）
第10条　この覚書に定める事項について疑義が生じたときは、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
  （覚書の解除）
第11条　甲又は乙がこの覚書に違反したときは、相手方はいつでもこの覚書を解約することができる。
  （損害賠償）
第12条　甲又は乙は、この覚書により提出又は提供をうけた光ディスク等を滅失若しくはき損し、又は前条の規定によりこの覚書が解除された場合において、相手方に損害を与えたときは、その損害賠償請求に基づき賠償しなければならない。
  （有効期間）
第13条　この覚書の有効期間は、平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日までとする。ただし、有効期間満了日の前日までに、甲、乙双方から異議の申出がない場合は、翌年以降においても自動的に更新するものとする。
  　この覚書を証するため、本証書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、甲、乙各自１通を保有する。
  　平成　　年　　月　　日
                        甲      渋川市石原８０番地
                                渋 川 市 長      阿　久　津　貞　司
                       　　　乙　　　

